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永
平
寺
名
古
屋
別
院
護
国
院
の
開
創
は
、
文
政
三
年
（
一
八
二

〇
）
八
月
に
万
松
寺
（
名
古
屋
市
中
区
大
須
）
二
十
七
世
の
瑞
岡
珍

牛
が
老
衰
に
て
隠
居
す
る
願
を
尾
張
藩
徳
川
家
へ
出
し
た
と
こ
ろ
、

御
扶
持
七
人
分
、
年
々
雑
用
金
十
五
両
を
下
賜
さ
れ
た
。
八
月
二
十

日
に
は
大
光
）
1
（

院
（
名
古
屋
市
中
区
大
須
）
二
十
八
世
の
黄
泉
無
著
が

万
松
寺
へ
昇
住
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
翌
四
年
（
一
八
二
一
）
に
御

下
屋
敷
御
構
内
に
、
尾
張
藩
十
代
藩
主
徳
川
斉
朝
の
御
小
納
戸
支
配

で
一
宇
を
創
建
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
の
一
宇
を
慶
雲
軒
と
称
し

た
。
一
）
2
（
説
に
は
名
古
屋
城
西
の
景
雲
橋
の
側
に
あ
っ
た
も
の
を
移
転

し
た
と
も
い
わ
れ
る
が
明
確
で
な
い
。
た
だ
、
景
雲
橋
は
大
正
二
年

に
新
設
さ
れ
た
橋
の
た
め
、
名
前
か
ら
の
関
係
は
ま
っ
た
く
考
え
ら

れ
な
い
。

　
正
月
十
三
日
に
出
さ
れ
た
珍
牛
の
随
徒
の
魯
山
の
書
翰
に
よ

れ
）
3
（

ば
、

　
　
陳
ハ
去
年
滞
在
中
ハ
毎
度
御
懇
意
ニ
被
成
下
、
殊
更
発
錫
之
砌

ハ
、
御
餞
別
且
夜
中
御
送
別
被
下
、
万
々
忝
奉
謝
候
、
…
…
拙

生
も
海
陸
無
異
、
此
地
ヘ
着
到
牛
老
古
仏
隠
居
所
へ
随
侍
罷
在

候
。
御
隠
居
所
も
、
普
請
出
来
逐
々
二
月
末
ニ
ハ
、
御
移
居
之

筈
ニ
御
座
候
、
唯
今
之
処
ハ
、
暫
時
之
仮
居
ニ
御
座
候
、
随
分

御
壮
健
ニ
起
居
被
遊
候
間
、
御
安
意
可
被
成
候

と
あ
り
、
隠
居
所
（
慶
雲
軒
）
の
普
請
は
ま
も
な
く
完
成
し
、
二
月

末
に
は
珍
牛
が
移
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
五
月
に
は
、

弟
子
の
黙
室
良
要
が
黄
泉
無
著
の
退
董
し
た
大
光
院
の
看
住
と
な
っ

て
い
る
。
文
政
十
二
年
（
一
八
二
八
）
迄
の
九
年
間
務
め
た
が
、
こ

慶
雲
軒
の
開
創
か
ら
護
国
院
へ

川
　
　
口
　
　
高
　
　
風
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万
松
二
十
七
世
瑞
岡
珍
牛
大
和
尚

　
　
文
政
五
年
壬
午
四
月
十
日
辰
刻
示
寂

　
　
同
五
月
十
日
葬
式
行
列
次
第

　
　
先
僧
　
万
松
寺
方
丈

　
　
　
　
　
永
林
方
丈

　
　
焼
香

　
　
　
　
　
泰
増
方
丈

　
　
　
　
　
玉
泉
方
丈

　
　
洒
水

　
　
　
　
　
乗
円
方
丈

　
　
　
　
　
禅
智
具
寿

　
　
散
華

　
　
　
　
　
香
積
方
丈

　
　
箱
二
　
二
人

　
　
徒
士
　
五
人

　
　
花
籠
二
　
同
行

　
　
白
幡
四
流
　
同
行

　
　
挑
燈
二
　
同
行

　
　
青
幡
四
流
　
同
行

　
　
挑
燈
二
　
同
行

　
　
赤
幡
四
流
　
同
行

　
　
寺
社
方
役
人

　
　
　
　
　
威
音
方
丈

　
　
維
那

　
　
　
　
　
祥
雲
方
丈

　
　
　
　
　
戒
円
上
座

　
　
手
磬

　
　
　
　
　
真
龍
上
座

れ
は
大
薩
祖
梁
の
五
十
回
忌
疏
に
よ
る
説
で
あ
り
、『
藩
士
名
寄
』

に
よ
れ
ば
、
文
政
六
年
三
月
十
一
日
に
看
住
を
隠
居
し
て
お
り
、
二

年
間
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
光
院
の
後
住
は
龍
泉
寺
（
境
港
市
小

篠
津
町
）
二
十
四
世
の
舜
山
祖
苗
で
、
続
い
て
信
州
松
本
全
久
院
の

大
覚
祖
童
が
務
め
て
お
り
、
そ
の
間
も
看
住
し
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
慶
雲
軒
の
運
営
も
行
な
い
、
戒
師
に
招
聘
さ
れ
た
り
著
作
の
執

筆
や
『
正
法
眼
蔵
』
の
講
筵
に
も
奔
走
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
珍
牛
は
翌
五
年
正
月
、
黄
泉
の
『
正
法
眼
蔵
渉
典
続
貂
』
の
序
を

撰
述
し
、
藩
侯
よ
り
正
月
祝
賀
の
慶
事
を
行
っ
た
後
、
二
月
初
め
に

四
大
不
調
と
な
り
、
つ
い
に
四
月
十
）
4
（
日
に
端
坐
し
て
遺
偈
の
「
八
十

年
前　ノ
一
小
童
　
是　レ
誰　カ
能　ク
作　ン
㍼八
旬
翁　ト
㍽　
無　シ
㍼初
中
後
初
中
後
㍽　
物
外　ノ

乾
坤
示　ス
㍼異
同　ヲ
㍽」
を
示
し
遷
化
さ
れ
た
。
遺
体
は
川
名
山
近
く
の
斎

場
で
火
葬
さ
れ
、
遺
骨
を
万
松
寺
へ
納
め
た
。
そ
し
て
五
月
十
日
に

は
本
葬
が
行
わ
れ
、
大
光
院
よ
り
万
松
寺
に
行
列
し
た
。
そ
の
葬
儀

は
前
代
未
聞
と
称
さ
れ
る
程
立
派
で
、
尾
張
藩
に
よ
る
国
葬
で
あ
っ

た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
行
列
次
第
を
描
い
た
絵
巻
物
に
よ
る
行
列
の

随
喜
者
な
ど
を
あ
げ
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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梅
峯
上
座

　
　
　
　
　
　
諦
観
上
座

　
　
太
鼓
四

　
　
　
　
　
　
昇
龍
上
座

　
　
　
　
　
　
道
賢
上
座

　
　
　
　
　
　
　
恵
宗
上
座

　
　
　
　
　
　
　
仙
翁
上
座

　
　
三
鳴
鈸
四

　
　
　
　
　
　
　
自
三
上
座

　
　
　
　
　
　
　
正
宗
上
座

　
　
　
　
　
縁
三
師
孫

　
　
弐
花

　
　
　
　
　
恵
沢
沙
弥

　
　
　
　
　
宜
淳
小
子

　
　
菓
子

　
　
　
　
　
曇
慶
師
孫

　
　
　
　
　
英
宗
上
座

　
　
同
判

　
　
　
　
　
天
樹
上
座

　
　
　
　
　
玉
泉
上
座

　
　
同
判

　
　
　
　
　
東
紋
上
座

　
　
　
　
　
為
麟
上
座

　
　
同
判

　
　
　
　
　
法
屋
上
座

　
　
　
　
　
黙
龍
上
座

　
　
同
判

　
　
　
　
　
寿
仙
上
座

　
　
手
巾
　
忍
鷹
上
座

　
　
浄
瓶
　
活
英
具
寿

　
　
宝
印
　
大
愚
上
座

　
　
念
珠
　
仙
顔
上
座

　
　
法
鉢
　
温
住
上
座

　
　
法
衣
　
弘
道
師
孫

　
　
坐
具
　
智
恭
上
座

　
　
法
服
　
活
宗
上
座

　
　
語
録
　
良
淳
上
座

　
　
仏
経
　
黙
旨
上
座

　
　
　
　
　
　
石
城
上
座

　
　
提
爐
二

　
　
　
　
　
　
眠
牛
上
座

　
　
華
籠
二
　
同
行

　
　
堅
傘
　
一
人

　
　
法
脉
　
龍
泰
方
丈

　
　
　
　
　
順
応
侍
者

　
　
　
　
　
徳
宣
侍
者

　
　
尊
牌
　
当
方
丈

　
　
　
　
　
成
円
請
客

　
　
　
　
　
剛
山
侍
者

　
　
侍
士
　
六
人
　
同
行

　
　
大
方
小
子

　
　
桃
嶺
小
子
　
昆
山
小
子

　
　
素
玄
方
丈
　
覚
源
師
孫

　
　
龍
沢
方
丈
　
実
践
師
孫

　
　
大
松
方
丈
　
亮
禅
師
孫

　
　
大
慈
方
丈
　
亮
璘
小
子

　
　
　
　
　
　
　
正
武
方
丈

　
　
霊
龕

　
　
法
蓋
　
豊
洲
首
座

　
　
　
　
　
哲
拳
首
座

　
　
　
　
　
泰
瑞
力
生

　
　
拄
杖
　
前
智
勝
方
丈

　
　
法
炬
　
黙
伝
小
子

　
　
如
意
　
恵
韻
首
座

　
　
払
子
　
来
応
法
姪

　
　
竹
箆
　
祖
関
上
座

　
　
錫
杖
　
蓮
泉
方
丈

　
　
履
　
　
大
心
法
橋

　
　
輿
台
　
二
人
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な
お
、
乗
炬
師
は
万
松
寺
の
黄
泉
無
著
で
あ
っ
た
。

　
慶
雲
軒
の
後
席
は
、
大
光
院
の
監
寺
を
務
め
て
い
た
黙
室
良
要
が

継
い
で
二
世
と
な
っ
た
。
黙
室
は
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
四
月

に
素
玄
寺
（
高
山
市
天
性
寺
町
）
十
八
世
の
南
溟
得
州
か
ら
江
湖
会

の
戒
師
に
請
さ
れ
た
。
黙
室
は
得
洲
の
師
兄
に
あ
た
り
、
三
月
三
十

日
に
素
玄
寺
へ
着
い
た
。
四
月
二
日
に
は
、
大
衆
と
と
も
に
托
鉢
に

回
り
、
制
中
で
は
『
観
音
経
』
を
講
釈
し
て
い
る
。
五
月
六
日
よ
り

授
戒
会
が
修
行
さ
れ
て
お
り
、
十
五
日
に
尾
張
へ
帰
っ
）
5
（

た
。
同
八
年

（
一
八
二
五
）
二
月
か
ら
八
月
ま
で
慶
雲
軒
で
『
正
法
眼
蔵
』
を
提

唱
し
て
お
り
、
満
講
日
に
は

　
　
放
㍼過　シ

テ

仏
祖
頂
門　ノ
眼　ヲ
㊥
却
著　テ
㍼泥
団　ヲ
㍽発　ス
㍼毫
光　ヲ
㍽弁
道　ハ
職　ト
シ
テ

由　リ
㍼

般
若　ノ
現　ス
㍽ル
ニ

公
案　ハ
親　ク
体
㍼顆
珠　ヲ
㍽商　ル
重
雲
堂
裏
心
是
仏
、
洗
浄
々

尽　シ
テ

得
髄
詳　ナ
、リ

谿
声
瀟
灑　シ
テ

悪
莫　シ
㍾作　ス
、㎎

　

有
時
裁
成　ス
袈
裟　ノ
章
、
伝

衣
展
開　シ

テ

山
水
美　ナ
リ

依　テ
㍼宗
礼　ニ
㍽嗣
書
如　シ
㍾琅　ノ
、
更　ニ
転
㍼法
華　ヲ
㍽心
不

得
、
後
心
濶
比　シ
古
鏡
量
看
経
、
仏
性
之　レ
行
仏
、
仏
教
神
通
大
悟

彰　ル
、
坐
禅
箴
徹　ス
向
上　ノ
事
、
恁
麼
行
持
海
印　ノ
光
、
授
記
観
音
及　ヒ
羅

漢
、
柏
樹
誰　カ
知　ラ
シ

光
明
良　

㎎

、ヲ

　身
心
学
道
夢
中　ノ
夢
、
道
得
画
餅
全

機
忘　ス
、
月
与
㍼空
花
㍽心
古
仏
、
四
摂
冥
会　シ
テ

葛
藤
僵　ル
、
三
界
唯

心
々
説
性
、
仏
道
要　ス
㍾到　ン

㎎

実　ヲ
相　ノ
郷
、
密
語
仏
経
無　ク
㍼情
執
㍽法
性

為　ル
㍼陀
羅
尼
蔵　ト
㍽洗
面
鑑
照　ス
面
々
授
、
坐
禅
儀　ハ
入　ル
㍼梅
華　ノ
芳　ニ
㊥
十

方
見
仏
遍
参　ノ
力
、
眼
睛
活
出　シ
テ

説　ク
㍼家
常　ヲ
㍽龍
吟
春
秋
西
来
意
、

優
曇
華　ハ
散　ス
㍼無
上
場　ニ
㊥
発
菩
提
心
二
利　ノ
極
、
如
来　ノ
全
身
露
堂
々
、

三
昧
王　ト
与
㍼菩
提
法
㍽法
輪
転　ス
ル

処
自
証
強　シ
、
大
修
行　ノ
時
虚
空

砕　ケ
、
鉢
盂
托
出　ス
安
居　ノ
粮
、
他
心
通
現　ス
王
索
四
、
示
庫
院
令　ム
㍼出

家　ヲ
シ
テ

当　ラ
㍽三
時
業
借　テ
㍼四
馬　ヲ
㍽駄　シ
、
出
家
功
徳
供　ス
㍼諸
仏　ニ
㍽帰
依
三

宝
信
因
果
、
四
禅
比
丘
惹　ク
㍼過
殃　ヲ
㍽唯
仏
与
仏
尽　シ
㍼生
死　ヲ
㍽道
心
受

戒
綿
蜜　ノ
行
、
八
大
人
覚
別　ニ
無　ク
㍾覓　ル
、
九
十
五
品
親　ク
提
綱　ス
、
諸
天

龍
護　シ
㍾人　ヲ
安　シ
㍾法　ヲ
、
魔
波
旬
魂
飛　ヒ
胆
喪　ス
、
脱
粟
淡
曁
各
自　ニ
喫　シ
、
心

肝
鋳
成　ス
折
脚　ノ
鐺
、

　
　
　
文
政
八
酉
二
月　ヨ

リ

至　マ
㍼テ

八
月　ニ
㍽説
㍼示　シ
正
法
眼
蔵
全
部　ヲ
㊥
祖
忌　ノ
正

当
満
講　ス
、
日
択　ヒ
㍼自
恣
㊥
綴　リ
㍼野
辞　ヲ
㍽拈　シ
㍾テ

香　ヲ
宣
揚　シ
、
以　テ
酬　上
㍼リ

法

乳
之
慈
恩　ニ
㍽且　ツ
為　ニ
㍼ス

親
参
之
学
徒　ノ
㍽尾
之
慶
雲
阿
蘭
若
遠
孫
小

比
丘
黙
室
謹　テ
拝
書　ス
、

と
満
講
の
頌
を
述
べ
て
い
る
。

　
同
十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
は
普
門
寺
（
北
名
古
屋
市
西
之
保
）

の
法
地
開
山
に
請
さ
れ
て
お
）
6
（
り
、
十
二
月
に
は
三
王
堂
（
山
王
堂
）

（
縦
二
間
、
横
二
間
三
尺
）
を
創
立
し
本
尊
薬
師
如
来
を
祀
っ
た
。

こ
れ
は
従
来
あ
っ
た
山
王
社
に
合
祀
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
黙
室
が
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建
て
た
山
王
堂
は
、
徳
川
宗
春
卿
の
怨
念
を
慰
め
る
た
め
の
も
の
で

観
音
像
を
安
置
し
た
と
い
わ
れ
て
い
）
7
（
る
。

　
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
十
一
月
、
永
平
寺
五
十
七
世
載
庵
禹
隣

は
尾
張
国
へ
道
元
禅
師
の
行
状
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
と
祖
規
の
準

行
を
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
尾
張
藩
侯
の
帰
依
を
受
け
て
い

た
黙
室
を
第
一
の
教
導
師
に
依
頼
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
口
上

書
に

　
　
　
　
　
奉
願
口
上
書

　
　
憑
　
御
由
緒
中
望
候
儀
者
、
日
域
数
万
之
末
派
江
高
祖
之
規
則

雖
為
教
諭
手
広
事
故
未
熟
僧
侶
多
分
可
有
之
乎
、
然
者
、
檀
家

〳
〵
之
教
導
も
自
然
等
閑　ニ
可
相
成
且
宗
掟
違
背
之
儀
等
於
在
之

者
　
東
照
神
君
　
御
条
目　ニ
茂
差
搛
是
者
国
主
領
主
江
御
苦
労
相

掛
候
而
者
宗
門
之
瑕
瑾
歎
ケ
敷
、
依
之
追
々
教
導
師
巡
国
為
致

教
諭
候
、
然
中
尾
張
之
国
者
依
為
御
分
国
蒙
御
威
光
幸
其
御
国

慶
雲
軒
黙
室
を
御
国
内
為
教
導
師
巡
回
為
致
度
候
処
、
殊　ニ
御
間

柄　ニ
も
被
為
在
候
得
者
尾
陽
於
御
国
衙
御
随
喜
　
御
言
葉
懸
被
成

下
候
ハ
ハ
弥
規
則
教
諭
茂
中
全
奉
存
候
、
此
段
御
願
伝
被
下
候

様
奉
希
候
、
以
上

　
　
　
　
庚
寅

　
　
　
　
　
十
一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
平
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禹
隣
　
花
押
　

　
　
　
近
衛
殿

　
　
　
　
諸
太
夫
　
御
）
8
（
中

と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
、
禹
隣
は
一
般
庶
民
に
ま
で
普
ね
く
教

諭
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
尾
張
の
古
規
則
準
行
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
万
松
寺
の
珍
牛
と
大
光
院
の
黄

泉
が
尾
張
藩
侯
へ
訴
願
し
て
許
可
さ
れ
て
お
り
、
次
の
口
上
書
に

は
、

　
　
　
　
　
奉
願
口
上
覚

　
　
御
治
世　ニ
而
難
有
御
事　ニ
者
以
　
御
条
目
諸
宗
宗
掟
被
　
仰
出
候　ニ
付

諸
寺
院　ニ
而
者
、
其
旨
を
相
守
檀
家
〳
〵
を
教
導
化
益
仕
候
儀
者

何
宗　ニ
而
も
同
様
之
事　ニ
御
座
候
、
殊　ニ
我
宗
門　ニ
而
者
、
去　ル
元
和
元

年
乙
　
　
卯
七
月
従
　
東
照
神
君
以
　
御
朱
印
当
寺
江
被
為
下
置
候
　

御
条
目
之
内
日
本
曹
洞
下
之
末
流
如
先
規
可
守
当
寺
之
家
訓
と

被
仰
渡
候
間
、
末
流
之
諸
寺
院　ニ
而
者
教
化
之
序
　
高
祖
之
規
則

行
状
等
ハ
兼
而
且
家
々
　

　
々
江
教
導
可
仕
筈
之
儀
者
顕
然
之
事　ニ
御

座
候
処
、
余
多
之
内
者
未
熟
之
も
の
在
之
教
諭
不
行
届
多
々
有

之
候
旨
間
相
見
得
一
宗
之
旦
越　ニ
而
高
祖
之
行
状
等
篤
と
相
弁
居
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在
候
者
稀　ニ
外
無
之
歎
ケ
敷
事　ニ
奉
存
候
、
昔
日
当
山
十
四
世
建
撕

儀
為
檀
信
　
高
祖
之
行
状
致
著
述
即
建
撕
記
と
号
し
昔
し
ゟ
開

板
相
成
候
得
共
檀
越
迠
今
以
手
広　ニ
弘
通
不
相
成
、
其
後
若
州
空

印
寺
面
山
右
建
撕
記
江
補
註
差
加
致
改
板
候
得
共
是
以
存
外
在

家
等
迠
行
届
兼
候　ニ
付
於
当
寺
先
住
共
久
々
之
間
歎
ケ
敷
奉
存
候

処
、
去
ル
享
和
之
度
　
高
祖
五
百
五
拾
回
忌
之
節
、
濃
州
龍
泰

寺
珍
牛
、
仙
台
輸
王
寺
大
賢
等
前
段
之
趣
一
同
歎
息
仕
示
談
之

上
、
建
撕
記
絵
入　ニ
仕
候
ハ
ハ
自
然
辺
邦
之
檀
越
迠
も
弘
通
之

便
リ
ニ
可
然
と
評
議
仕
絵
入　ニ
取
計
則
建
撕
記
図
絵
と
号
し
製
本

流
布
仕
候
得
共
、
兎
角
漢
文
故
歟
辺
隔
之
地
迠
行
届
兼
候　ニ
付
、

珍
牛
儀
其
後
尾
州
万
松
寺
住
職
中
建
撕
記
和
語　ニ
釈
し
絵
入
之
折

本　ニ
仕
立
　
高
祖
行
状
記
と
号
し
又
は
再
板
仕
候
処
平
加
な
ゆ
へ

歟
辺
隅
田
舎
之
愚
夫
愚
婦
ニ
て
も
拝
覧
に
手
安
く
御
座
候
間
、

追
々
格
別　ニ
　
高
祖
之
行
状
相
弁
居
在
候
も
の
在
之
候
儀
者
、
偏　ニ

珍
牛
丹
誠
故
之
儀
と
大
慶
仕
候
得
共
、
前
書
申
上
候
通
諸
寺
院

之
内
未
熟
之
者
在
之
教
化
行
届
兼
候
間
、
自
然
辺
隅
之
地
者
勿

論
縦
令
中
国
筋　ニ
候
共
規
則
行
状
等
篤
と
相
弁
教
導
仕
候
も
の
稀　ニ

外
無
御
座
候
間
、
一
宗
之
旦
越　ニ
而
御
行
状
心
得
罷
在
候
も
の
十

ケ
一
茂
有
之
間
敷
候
、
建
撕
儀
先
年
御
行
状
記
著
述
仕
已　ニ
四
百

年　ニ
相
及
其
後
有
志
も
の
等
交
々
珍
牛
迠
手
を
尽
し
心
配
を
砕
候

得
と
も
是
迠
存
分　ニ
弘
通
不
相
成
候
之
間
、
此
末
迚
も
捨
置
候
ハ

ハ
最
早
弘
通
之
時
節
無
覚
束
重
々
悲
歎
仕
候
、
依
而
　
御
由
緒　ニ

付
格
別
之
御
仁
慈
を
以
何
卒
御
殿
江
御
因　ミ
被
為
在
候
諸
侯
方
江

追
々
御
伝
達
被
下
、
其
領
主
々
　
　
々
ゟ
領
分
中
一
宗
之
諸
寺
院
江

通
達
有
之
追
々
　
高
祖
之
規
則
行
状
等
弘
通
仕
度
候
、
然
共
諸

末
派
之
儀
者
列
国
数
万
之
寺
数　ニ
て
手
広
之
事　ニ
御
座
候
間
、
早
急　ニ

者
壱
統
教
諭
も
行
届
申
間
敷
候
間
、
先
以
尾
州
御
領
分
一
派
之

檀
越
中
江
教
導
仕
度
候
、
右
教
導
仕
候　ニ
者
一
宗
之
諸
寺
院
江
最

寄
を
以
教
導
師
廻
寺
為
仕
致
教
化
候
、
尾
州
之
儀
者
扶
桑
第
一

之
中
国
殊　ニ
余
国
と
違
御
分
国
之
儀　ニ
而
御
威
光
格
別
之
事　ニ
御
座
候

間
、
教
諭
之
風
規
余
国
江
も
自
然
推
移
弘
通
之
因
縁
急
度
列
国

迠
相
整
可
申
と
奉
存
候
、
右
御
領
分
教
導
之
師
者
幸
其
御
城
下

慶
雲
軒
黙
室
江
相
任
申
度
候
、
同
令
教
導　ニ
而
　
高
祖
之
規
則
行

状
等
於
諸
寺
院
も
相
弁
し
追
々
旦
家
々
々
之
教
化
行
届
候
様
為

仕
度
之
間
、
前
書
之
趣
何
其
御
役
筋
江
　
御
声
懸
被
成
下
御
聞

届　ニ
相
成
様
奉
願
上
候
、
今
般
如
是
奉
願
候
儀
者
全
御
由
緒
筋
を

以
奉
歎
願
候
儀　ニ
在
之
、
且
又
釈
尊
仏
法
ハ
国
王
大
臣
有
力
之
檀

那　ニ
附
属　ス
ト

被
説
置
候
得
者
、
若
国
本
朝
共　ニ
往
古
ゟ
　
国
王
大
臣
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之
外
護　ニ
而
弘
通
仕
来
候
儀
者
、
偏　ニ
難
有
御
治
世
と
奉
存
候
、
依

而
前
面
如
願
御
聞
届
被
成
下
候
ハ
ハ
明
春
ゟ
早
速
廻
寺
教
導
為

仕
度
候
間
、
幾
重
丹
茂
如
願
相
整
様
御
哲
明
之
程
只
管
奉
願

候
、
以
上

　
　
　
　
庚
寅
十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
平
）
9
（
寺

と
あ
り
、
さ
ら
に
詳
細
に
祖
規
の
準
行
を
願
っ
て
い
る
。

　
翌
二
年
（
一
八
三
一
）
二
月
に
は
『
放
生
文
』（
東
武
保
善
寺
蔵

版
）
の
跋
を

　
　
夫
済
生　ハ
者
。
仏
家　ノ
之
専
務
也
。
是　ヲ
以　テ
有
㍼放
生　ノ
文
⊿
行
㍼于
世　ニ
㍽

者　ノ
数
本
矣
。
熟
閲
㍾之
不
㍾勝
㍼流
水
長
者
品
㍽耳ノ
ミ

。
頃コ
ノ
コ
ロ

者
東
武

龍
峯
主
普
山
和
上
。
□　メ
㍼一
封　ノ
書　ヲ
㍽告
㍾予
云
。
山
僧
宿
債
難
㍾逍

衰
年
多
病　ナ

リ

。
亦
何　ソ
異　ン
㍼ヤ

於
彼
涸
魚　ニ
⊿
我
聞
仏
以
㍼慈
悲　ヲ
㍽為　ス
㍾

体
。
故　ニ
云
以
㍼不
殺
生　ヲ
㍽為
㍼菩
薩
戒　ノ
第
一　ト
㍽則
。
度
生　ノ
之
行　モ
復

以
㍼放
生　ヲ
㍽為　ス
㍾ル

㎎

先
明　シ
矣
。
謹　テ
欲
∮依
㍼聖
則　ニ
㍽折
㍼衷
其
要　ヲ
㍽而
以　テ

便　ン
∫ト

于
行
修　ニ
∵
伏
請　フ
訂
正　セ
ヨ

焉
。
予
感　ス
㍼其
悲
心　ニ
㍽故　ニ
添
㍼減
一

二　ヲ
⊿
以
償
㍼其
責　ヲ
⊿
蓋　シ
以　ル
ニ

抜
㍼彼
□
業　ヲ
⊿
満
㍼此
施
度　ヲ
⊿
二
利
之

蓋
其　レ
在　ン
㍾カ

茲
乎
。

　
　
　
　
天
保
二
歳
次
辛
卯

　
　
　
　
　
　
仲
春
波
羅
蜜
吉
辰
　
　
　
　
　
仏
子
黙
室
和
南
誌

と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
三
年
（
一
八
三
二
）
春
に
は
、「
名
府

慶
雲
精
舎
蔵
版
」
と
し
て
『
西
国
三
十
三
所
縁
起
略
集
』
の
序
を

　
　
三
世
十
方
の
諸
仏
の
御
誓
さ
は
か
り
、
と
り
〳
〵
に
お
は
し
ま

す
な
か
に
、
と
り
わ
き
末
世
の
衆
生
に
契
深
く
物
し
給
は
、
観

自
在
薩
埵
に
な
む
お
は
し
ま
し
け
る
。
さ
れ
は
此
大
悲
者
を
あ

か
し
奉
れ
る
と
こ
ろ
、
国
〳
〵
里
〳
〵
何
の
寺
く
れ
の
院
か
す

し
ら
す
。
お
ほ
か
る
を
こ
と
に
や
に
と
な
く
お
は
し
ま
す
三
十

三
所
の
霊
刹
は
、
む
か
し
花
山
の
み
か
と
の
御
遁
世
の
の
ち
、

仏
眼
上
人
の
す
ゝ
め
聞
え
給
ひ
し
ま
ゝ
に
、
忝
く
御
み
つ
か
ら

を
か
み
め
く
ら
せ
た
ま
ひ
し
聖
跡
也
。
抑
大
悲
薩
埵
の
方
便
無

刹
不
現
身
な
れ
は
、
な
と
か
其
数
を
か
き
り
給
は
む
。
さ
れ
と

法
華
今
上
に
普
門
示
現
の
御
徳
を
し
め
し
て
、
十
九
説
法
を
三

十
三
身
に
ち
か
ひ
た
ま
へ
は
、
是
に
よ
り
て
そ
の
か
す
を
定
め

給
ひ
し
な
る
へ
し
。
世
か
は
り
と
き
う
つ
れ
と
も
、
か
し
こ
き

御
り
や
く
、
む
か
し
の
ま
ゝ
に
お
は
し
ま
し
て
、
高
き
い
や
し

き
順
礼
恭
敬
し
奉
る
人
々
、
い
や
ま
し
に
な
り
ゆ
く
う
へ
に
、

此
ふ
た
も
ゝ
と
せ
の
こ
な
た
は
、
も
の
海
□
し
つ
か
に
関
の
戸

さ
ら
ぬ
御
世
に
し
な
り
ぬ
れ
は
、
ひ
な
の
な
か
ろ
も
ゆ
き
ゝ
の
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わ
つ
ら
ひ
な
か
め
る
ま
ゝ
に
、
わ
れ
も
ひ
と
も
と
ゝ
う
ち
か
た

ら
ひ
つ
ゝ
い
て
、
た
つ
わ
さ
に
は
な
り
ぬ
る
な
る
へ
し
。
さ
れ

は
此
と
こ
ろ
〳
〵
の
縁
起
ふ
み
と
も
も
何
く
れ
と
数
そ
ひ
行
な

か
に
、
本
浄
比
丘
は
冥
応
集
を
あ
ら
は
し
、
松
誉
は
霊
験
記
、

春
鶯
は
霊
場
記
を
え
ら
ひ
て
、
今
は
お
ほ
つ
か
な
き
く
ま
も
残

ら
す
成
ぬ
れ
と
、
猶
其
ふ
み
と
も
つ
え
ら
へ
る
人
々
の
こ
ゝ
ろ

〳
〵
に
よ
り
て
お
の
つ
か
ら
、
か
た
よ
れ
る
方
な
き
に
し
も
あ

ら
す
こ
と
、
ひ
ろ
き
は
わ
つ
ら
は
し
く
す
か
や
か
や
る
は
、
こ

と
た
ら
す
。
好
事
な
る
は
、
え
う
な
き
こ
と
を
も
す
て
つ
け
て

は
、
は
て
〳
〵
は
あ
や
し
く
さ
へ
な
り
も
て
ゆ
く
も
有
ぬ
へ

し
。
い
か
て
あ
ら
た
に
撰
ひ
出
て
み
る
人
の
信
も
す
ゝ
み
ぬ
へ

き
さ
□
に
物
せ
た
か
し
と
せ
ち
に
い
ふ
人
あ
れ
は
、
さ
り
か
た

く
お
も
ひ
立
て
、
ま
づ
か
の
□
み
と
も
を
か
う
か
へ
わ
た
す

に
、
猶
ま
き
ら
は
し
く
て
定
め
か
た
き
事
多
け
れ
は
、
こ
そ
の

春
さ
る
へ
き
人
ひ
と
り
こ
と
、
更
に
順
礼
せ
さ
せ
て
所
の
寺
々

の
寺
誌
を
も
こ
ひ
い
て
て
よ
み
、
又
其
住
僧
あ
る
は
、
そ
の
里

の
古
志
の
つ
た
へ
こ
と
な
と
を
も
、
ね
も
こ
ろ
に
と
ひ
き
か
せ

て
、
さ
て
か
の
ふ
み
と
も
に
ひ
き
あ
は
せ
て
信
す
へ
き
事
と
も

の
限
を
な
む
と
り
わ
き
て
撰
ひ
い
た
せ
る
。
さ
れ
と
か
す
多
か

る
所
々
に
し
あ
れ
は
、
あ
る
は
も
れ
、
あ
る
は
た
か
へ
る
事
と

も
な
と
か
は
な
か
ら
む
た
ゝ
弘
誓
深
如
海
の
た
ふ
と
き
御
徳
を

あ
ふ
き
て
、
常
願
常
瞻
信
の
寔
た
に
深
く
は
お
の
つ
か
ら
菩
薩

の
大
悲
に
感
応
道
交
し
て
能
滅
諸
有
苦
の
歓
喜
の
さ
か
ひ
に
も

な
と
か
は
、
い
た
つ
ら
さ
ら
む
。

　
　
天
保
三
年
の
春
の
く
れ
つ
か
た
老
衲
某
し
る
す

と
記
し
、
翌
四
年
（
一
八
三
三
）
一
月
に
は
自
画
像
に

　
　
幻
門
虚
室
自
不
支
持
　
被
兀
々
礙
壊
愚
様
痴
　
纏
葛
藤
打
窟
拈

画
餅
　
充
余
嫌
著
狼
臭
翩
衲
　
且
蒙
既
炙
脂
帽
沈
機
　
前
宗
後

妙
劫
外
像
　
□
覩
家
風
□
佞
今
時
　
詠
水
濯
月
魂
転
至
移
　
飢
　

天
保
癸
已
孟
春
　
要
黙
室
自
賛

と
賛
を
記
し
て
、
五
月
六
日
に
五
十
九
歳
で
示
寂
し
た
。

　
黙
室
の
晩
年
に
つ
い
て
、
護
国
院
に
所
蔵
す
る
文
書
に
尾
張
藩
士

の
広
瀬
七
左
衛
門
が
外
護
者
と
な
っ
て
、
予
め
車
道
（
現
在
の
名
古

屋
市
東
区
車
道
町
）
に
あ
る
別
荘
を
買
い
、
そ
こ
で
黙
室
は
療
養
し

て
終
焉
の
地
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
遷
化
し
て
も
、
慶
雲

軒
は
公
称
の
寺
号
で
な
か
っ
た
た
め
、
喪
を
一
年
間
秘
密
裡
に
し

た
。
そ
こ
で
、
得
度
の
弟
子
の
呑
渓
（
大
器
曇
慶
）
と
縁
山
（
即
智

縁
三
）
の
二
人
が
深
夜
に
棺
槨
を
起
し
て
火
葬
場
に
送
り
、
荼
毘
し
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た
と
い
わ
れ
）
10
（
る
。
も
う
一
説
は
、
慶
雲
軒
が
尾
張
藩
の
祈
願
所
で

あ
っ
た
た
め
、
黙
室
は
病
に
罹
る
と
光
正
院
（
名
古
屋
市
千
種
区
今

池
）
へ
移
り
住
み
、
そ
こ
で
療
養
し
て
示
寂
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い

る
。

　
黙
室
示
寂
後
の
慶
雲
軒
は
、「
金
鱗
九
十
九
之
塵
」
巻
五
十
一
に

よ
れ
ば
、
し
ば
ら
く
無
住
で
あ
っ
た
と
い
う
。
三
世
円
爾
大
方
の
住

持
し
た
確
か
な
年
月
日
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
天
保
十
四
年
（
一
八

四
三
）
二
月
一
日
に
は
、
大
方
が
永
平
寺
へ
上
山
し
て
慶
雲
軒
の
法

地
起
立
を
願
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
天
保
十
四
年
は
、
確
か
に
大
方

が
住
持
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
明
確
な
年
次
は
明
ら
か

で
な
い
。
大
方
は
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
夏
安
居
の
み
龍
泰
寺

（
関
市
下
有
知
）
三
十
九
世
に
就
い
て
い
）
11
（

る
。
そ
れ
は
冬
結
制
中
の

同
年
一
月
二
十
五
日
（
あ
る
い
は
三
月
二
十
三
日
）
に
同
寺
三
十
八

世
天
外
来
応
が
示
寂
し
た
た
め
、
夏
制
中
の
み
住
持
を
務
め
、
そ
の

後
董
は
弘
道
弁
玉
の
弟
子
の
印
宗
正
契
が
四
十
世
に
就
い
た
。
な

お
、
大
方
が
龍
泰
寺
住
持
と
な
っ
た
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
師

兄
の
弘
道
弁
玉
が
住
持
し
て
い
た
こ
と
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
龍
泰
寺

退
董
後
、
慶
雲
軒
三
世
と
な
っ
た
大
方
は
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四

三
）
正
月
二
十
四
日
に
永
平
寺
へ
上
山
し
て
慶
雲
軒
の
法
地
起
立
を

願
い
出
た
。
大
方
は
妙
高
台
衣
鉢
老
大
和
尚
（
当
時
の
永
平
寺
住
持

で
あ
る
載
庵
禹
隣
）
と
監
院
に
新
歳
の
挨
拶
を
行
っ
て
い
る
。
ま

た
、
監
院
に
は
、
別
に

　
　
謹
て
内
啓
、
去
秋
馳
㍼小
介
㍽奉
㍾願
候
、
弊
軒
御
再
興
一
条
に

付
被
仰
下
候
御
書
面
之
趣
、
御
国
法
御
聞
済
相
成
候
は
ヽ
、

早
々
上
山
致
度
旨
両
三
度
相
達
候
得
共
　
国
君
御
在
府
に
て
万

事
御
伺
相
成
延
引
申
訳
も
無
㍼御
座
㍽次
第
、
御
海
容
奉
㍾願

候
。
猶
無
本
寺
之
儀
急
々
御
問
合
可
㍼申
上
㍽旨
被
仰
渡
候
間
、

態
と
以
㍼飛
脚
を
㍽別
紙
に
御
問
合
申
上
候
通
一
ト
通
之
寺
院
無

本
寺
に
て
法
地
成
と
申
儀
は
決
て
難
行
届
儀
に
奉
㍾存
候
得
共

御
分
国
之
思
召
等
者
別
段
之
儀
に
付
、
御
本
山
に
お
い
て
何
卒

御
取
計
方
之
御
模
様
も
可
有
御
座
哉
、
万
一
右
之
通
思
召
に
付

て
者
別
段
之
御
取
計
可
被
成
節
者
結
制
興
行
打
給
上
納
并
宗
掟

御
触
通
辞
等
者
何
様
之
手
続
に
相
成
候
哉
。
且
は
無
本
寺
に
て

は
関
東
江
之
御
通
達
も
無
之
全
一
国
限
之
一
寺
之
姿
に
て
折
角

御
取
建
之
詮
も
薄
く
次
第
に
奉
存
候
、
彼
是
以
㍼了
簡
㍽難
決
候

付
別
段
内
々
右
等
之
趣
も
御
問
合
申
上
候
て
宜
御
賢
考
無
㍼御

復
蔵
㍽委
敷
御
教
導
被
下
候
様
致
度
候
、
尤
表
向
御
否
者
別
紙

書
面
之
主
意
の
み
に
て
御
否
被
㍾下
前
文
小
割
之
儀
は
全
拙
僧
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心
得
迄
別
紙
に
御
申
越
被
下
候
様
分
て
奉
願
候
、
氷
渕
頓
首
恭

白

　
　
　
正
月
廿
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
方
九
拝

　
　
　
　
謹
上

　
　
　
　
　
監
院
老
大
和
尚

　
　
　
　
　
　
　
　
衣
鉢
開
奏

　
　
再
白
本
文
申
上
候
通
、
万
一
結
制
興
行
等
相
成
候
共
、
関
東
江

之
通
達
無
㍾之
時
者
全
一
国
限
之
一
寺
に
候
得
者
、
御
本
山
出

頭
之
節
も
平
僧
寺
同
様
之
事
に
て
折
角
御
取
建
之
詮
も
無
㍾之

何
卒
御
賢
考
之
処
、
無
御
復
蔵
被
㍼仰
下
㍽御
内
意
之
趣
に
て
別

紙
に
認
役
筋
え
指
出
御
国
限
に
不
㍼相
成
㍽様
仕
度
愚
考
御
座
候

間
、
此
段
御
含
奉
㍼願
上
㍽候
、
早
々
頓
首

と
、
無
本
寺
で
は
法
地
に
な
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
制
も
修
行
で
き

な
い
。
ま
た
、
関
三
刹
よ
り
の
通
達
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
早
く
永

平
寺
直
末
に
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
、
二
月
一
日
に
は
監
院
よ
り
慶
雲
軒
に

　
　
御
内
啓
致
㍼披
見
㍽候
、
然
者
御
分
国
之
御
儀
候
間
、
本
山
に
お

ゐ
て
は
何
卒
主
意
相
立
候
様
仕
度
と
致
㍼勘
考
㍽候
ヘ
共
、
何
分

本
寺
付
無
㍾之
関
東
え
之
御
達
無
㍾之
事
に
て
者
全
其
御
国
限
之

一
寺
之
姿
に
有
㍾之
候
故
、
結
制
興
行
等
之
志
願
在
㍾之
候
て
も

無
㍼本
寺
㍽在
㍾之
候
て
は
　
公
儀
御
停
止
之
宗
掟
違
背
相
成
不

申
候
間
、
右
様
之
法
式
も
難
㍾整
筋
に
在
之
候
、
格
別
之
思
召

を
以
御
取
建
之
儀
に
御
座
候
得
者
、
表
向
法
地
に
取
立
数
百
年

之
後
迄
も
貴
和
尚
方
之
御
法
に
て
何
分
可
□
と
奉
㍾存
候
、
折

角
之
御
取
建
て
も
法
地
成
之
宗
掟
法
式
も
難
執
行
、
且
隠
居
遷

化
等
之
節
に
て
も
伽
藍
相
続
之
式
礼
何
れ
ゟ
預
㍼指
揮
㍽候
と
申

儀
無
㍾之
候
て
者
誠
に
以
残
念
至
極
之
事
御
座
候
、
尤
本
寺
付

に
御
取
立
被
為
在
候
て
も
、
御
分
国
之
事
に
御
座
候
間
、
寺
格

者
幾
重
に
も
宜
敷
相
成
候
事
に
候
、
且
正
眼
寺
配
下
を
抜
候
て

も
宜
御
座
候
て
、
前
条
申
伸
候
通
、
御
奉
行
所
に
お
ゐ
て
御
取

用
に
相
成
法
地
起
立
之
思
召
に
御
座
候
は
ヽ
当
方
に
て
幾
重
に

も
御
取
持
可
㍾申
候
間
、
此
段
御
内
啓
之
貴
答
迄
如
㍾斯
御
座

候
、
早
々
不
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
平
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
院

　
　
　
二
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　
　
慶
雲
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方
丈



慶
雲
軒
の
開
創
か
ら
護
国
院
へ
（
川
口
）

53─　   ─

　
　
御
端
書
致
㍼披
見
㍽候
、
本
文
に
申
伸
候
通
、
本
寺
付
之
上
関
東

え
之
御
通
達
在
㍾之
候
様
相
成
候
得
者
、
重
畳
之
御
儀
に
て
本

山
に
て
も
本
懐
に
御
座
候
へ
共
、
左
も
無
㍾之
振
合
御
国
限
り

之
一
寺
に
て
も
達
て
無
本
寺
に
御
取
建
と
申
儀
に
御
座
候
時

者
、
無
是
非
次
第
御
座
候
、
一
ト
通
り
之
訳
柄
に
て
者
本
山
出

頭
之
砌
も
平
僧
地
同
様
之
事
に
御
座
候
得
共
、
格
別
之
思
召
に

て
御
帰
依
地
と
申
儀
に
御
座
候
は
ヽ
、
御
国
御
奉
行
所
ゟ
本
山

え
御
通
達
之
御
模
様
に
寄
、
寺
格
取
扱
方
者
可
㍾在
㍾之
哉
に
存

候
得
共
、
結
制
興
行
等
之
御
許
容
者
難
㍼相
成
㍽筋
に
御
座
候

間
、
此
段
御
勘
考
可
㍾被
㍾成
候
、
以
上

と
無
本
寺
で
は
、
公
儀
に
認
め
ら
れ
て
い
る
宗
掟
に
違
背
し
法
式
も

整
い
難
く
、
格
別
の
思
い
を
た
て
、
表
向
き
は
法
地
に
取
立
て
、
数

百
年
後
迄
も
貴
和
尚
（
円
爾
大
方
）
の
法
系
で
相
続
す
れ
ば
良
い
。

折
角
の
取
立
て
に
も
法
地
と
な
る
宗
掟
や
法
式
も
行
え
な
い
。
隠

居
、
遷
化
、
伽
藍
相
続
の
式
礼
は
何
れ
よ
り
指
揮
さ
れ
る
か
。
そ
れ

が
無
い
の
は
残
念
至
極
と
い
う
。
も
し
、
本
寺
が
あ
る
も
の
と
取
立

て
ら
れ
て
も
、
御
分
国
（
尾
張
）
の
こ
と
だ
か
ら
、
正
眼
寺
配
下
を

こ
え
て
も
よ
い
。
尾
張
の
御
奉
行
所
で
取
り
用
い
、
法
地
起
立
と
な

れ
ば
、
永
平
寺
も
取
持
つ
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
、
添
え
状
に
よ
れ

ば
、
無
本
寺
な
ら
ば
本
山
へ
出
頭
の
場
合
は
平
僧
地
と
同
様
で
あ
る

が
、
格
別
の
思
召
に
よ
っ
て
「
御
帰
依
地
」
と
な
す
。
し
か
し
、
結

制
興
行
な
ど
は
で
き
な
い
と
い
う
。
な
お
、
正
月
に
、
大
方
は
尾
張

に
お
け
る
平
僧
地
の
寺
跡
再
興
に
無
本
寺
で
は
あ
る
が
一
寺
取
立
て

の
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、

　
　
尾
州
御
家
に
お
い
て
平
僧
地
之
寺
跡
御
再
興
之
無
本
寺
に
て
一

寺
御
取
建
相
成
候
節
、
其
寺
法
地
成
之
式
者
如
何
之
手
順
に
相

成
可
㍾然
哉
。
尤
普
通
之
寺
院
法
地
成
之
儀
者
、
第
一
本
寺
之

指
揮
預
リ
候
儀
に
付
、
無
本
寺
に
て
法
地
成
者
指
当
り
難
㍼行

届
㍽筋
に
御
座
候
得
者
、
前
条
御
家
ゟ
思
召
等
を
以
御
取
建
と

申
儀
者
全
別
段
之
事
故
、
右
之
御
主
意
之
付
、
何
卒
御
本
山
お

ゐ
て
法
地
成
之
式
礼
為
㍼御
取
計
㍽方
之
御
法
則
等
も
可
有
之

哉
、
分
明
難
㍾仕
候
間
、
右
之
可
否
委
御
報
御
申
越
被
㍾下
候
様

致
度
、
右
之
趣
当
方
寺
社
御
奉
行
所
ゟ
御
談
に
よ
つ
て
及
㍼御

問
合
㍽事
候
間
、
其
御
心
得
被
㍾下
度
如
㍾斯
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
雲
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
方

　
　
　
正
月

二
月
一
日
に
は
永
平
寺
監
院
よ
り
大
方
へ
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尾
州
御
家
に
お
い
て
、
平
僧
地
之
寺
跡
御
再
興
無
本
寺
に
て
一

寺
御
取
建
相
成
候
節
、
其
寺
法
地
成
之
式
如
何
之
手
順
に
相
成

可
㍾然
哉
、
尤
普
通
之
寺
院
法
地
成
之
儀
者
、
第
一
本
寺
之
預
㍼

指
揮
㍽候
儀
に
付
、
無
本
寺
に
て
法
地
成
者
指
当
難
㍼行
届
㍽筋

に
御
座
候
得
共
、
前
条
御
家
ゟ
思
召
等
を
以
御
取
建
と
申
儀
者

全
別
段
之
事
故
、
右
之
御
主
意
え
付
、
何
卒
本
山
に
お
ゐ
て
法

地
成
之
式
礼
為
取
計
方
之
法
則
等
も
可
有
之
哉
、
分
明
難
被
成

候
間
、
右
之
可
否
委
御
報
に
申
達
候
様
可
㍾致
旨
、
右
之
趣
御

国
寺
社
御
奉
行
所
ゟ
貴
和
尚
え
御
談
□
之
当
山
迄
前
条
御
問
合

之
趣
、
致
㍼承
知
㍽左
に
及
㍼御
報
㍽候
、
延
享
之
度
、
従
㍼公
儀
㍽

本
末
御
改
被
㍼仰
出
㊥
其
後
無
本
寺
と
申
儀
者
御
停
止
に
在
之

候
間
、
御
家
思
召
を
以
一
寺
御
取
建
相
成
候
儀
者
、
格
別
之
御

趣
意
に
御
座
候
得
共
、
無
本
寺
に
て
者
右
御
停
止
に
差
障
可
㍾

申
哉
。
尤
無
本
寺
に
て
法
地
成
之
式
如
何
之
手
順
に
相
成
可
然

哉
之
儀
者
、
当
山
に
て
も
先
例
仕
成
も
無
㍾之
事
に
て
、
何
れ

之
手
順
に
御
取
計
可
㍾然
と
申
儀
も
、
差
当
り
難
申
進
候
、
第

一
無
本
寺
に
て
者
宗
掟
法
則
之
指
揮
に
預
り
候
、
本
寺
無
㍾之

候
故
伽
藍
相
続
に
付
、
法
式
も
難
㍼相
整
㍽候
間
、
自
然
平
僧
地

同
様
之
訳
に
相
成
可
㍾申
候
、
此
外
御
分
明
に
相
成
候
、
法
則

と
申
も
無
㍾之
候
得
共
、
無
本
寺
に
て
法
地
成
之
式
礼
差
支
之

訳
合
所
段
申
述
候
通
に
御
座
候
間
、
此
段
宜
御
達
可
㍾被
㍾成

候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
平
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
院

　
　
　
二
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
尾
州

　
　
　
　
　
　
　
慶
雲
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
大
方
和
尚

と
、
無
本
寺
で
は
法
地
に
な
れ
な
い
こ
と
の
返
事
が
出
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
当
時
の
永
平
寺
は
五
十
七
世
載
庵
禹
隣
が
住
持
で
あ
っ

た
が
、
禹
隣
は
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
四
月
に
退
董
し
、
翌
弘

化
二
年
（
一
八
四
五
）
二
月
三
日
に
示
寂
し
て
い
る
。
十
二
月
八
日

に
は
、
護
国
院
の
大
方
か
ら
本
山
監
院
へ

　
　
謹
て
拝
啓
維
時
厳
寒
に
御
座
候
処
、
恭
惟
尊
老
大
和
尚
益
御
壮

栄
被
㍾遊
㍼御
座
㍽珍
喜
不
㍾斜
奉
㍼鶴
望
㍽候
、
専
陳
は
桜
村
慈
眼

庵
之
儀
、
護
国
院
と
改
号
御
本
山
御
直
末
成
相
済
候
に
付
、
当

春
御
添
簡
頂
戴
仕
、
関
御
三
刹
え
為
㍼披
露
㍽代
寺
龍
泉
院
出
府

為
㍾致
候
処
、
桜
村
慈
眼
庵
之
儀
、
載
帳
漏
に
て
披
露
調
兼
右
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に
付
、
今
般
尾
州
御
役
所
よ
り
御
内
意
有
㍾之
候
は
、
慈
眼
庵

之
儀
往
古
よ
り
無
本
寺
に
て
支
配
頭
も
無
㍾之
公
義
載
帳
に
も

相
曳
居
候
に
付
、
思
召
を
以
寺
号
護
国
院
と
御
改
御
本
山
御
末

寺
に
相
成
、
大
中
寺
之
支
配
請
候
様
に
被
㍾遊
度
候
間
、
載
帳

之
御
差
加
相
候
様
、
尤
御
本
山
大
中
寺
え
は
被
㍼仰
入
㍽候
と
の

趣
を
以
公
義
寺
社
御
奉
行
所
え
可
㍾被
㍼仰
立
㍽旨
、
御
沙
汰
有
㍾

之
候
に
付
、
若
御
奉
行
所
よ
り
御
尋
等
有
㍾之
候
節
は
、
右
之

趣
、
御
含
置
御
答
被
㍾下
候
様
仕
度
、
右
に
付
て
は
最
早
尾
州

御
役
所
よ
り
分
け
て
御
本
山
え
伝
達
無
㍼御
座
㍽旨
申
聞
御
座
候

間
、
此
段
宜
敷
奉
㍼希
上
㍽候
、
先
は
前
条
之
次
第
御
含
置
得
㍼

尊
慮
㍽度
、
如
㍾斯
御
座
候
、
氷
渕
頓
首
拝
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
護
国
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
方
九
拝

　
　
　
　
十
二
月
八
日

　
　
　
御
本
山

　
　
　
　
　
監
院
大
和
尚

と
桜
村
の
慈
眼
）
12
（
庵
を
護
国
院
と
改
号
し
、
本
山
直
末
と
な
る
こ
と
の

書
簡
を
今
春
に
い
た
だ
き
、
関
三
刹
へ
披
露
す
る
た
め
代
寺
の
龍
泉

院
（
小
牧
市
多
気
南
町
）
を
出
府
さ
せ
た
が
、
慈
眼
庵
は
載
帳
に
も

れ
て
い
る
た
め
、
披
露
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
尾
張
藩
役
所
の
思
召

で
、
寺
号
を
護
国
院
と
改
め
本
山
直
末
と
な
り
、
大
中
寺
の
支
配
下

に
な
る
よ
う
に
し
た
。
も
し
公
儀
や
奉
行
所
よ
り
尋
ね
ら
れ
た
な
ら

ば
、
こ
の
こ
と
を
承
知
し
て
対
処
せ
よ
と
い
っ
て
お
り
、
そ
の
間
に

載
帳
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
日
、

大
方
が
永
平
寺
監
院
へ
出
し
た
も
の
に
も

　
　
謹
て
奉
㍼内
啓
㍽候
、
然
者
先
般
　
禹
隣
大
禅
師
様
、
御
代
御
末

寺
成
式
礼
等
御
蔭
を
以
、
諸
事
無
㍼故
障
㍽相
済
難
㍾有
奉
㍾存

候
。
就
㍾夫
当
四
月
御
添
簡
を
頂
戴
仕
、
早
速
関
東
下
向
可
㍾致

候
処
、
指
合
其
砌
ゟ
持
病
之
疝
癪
強
指
起
旅
行
不
㍼行
届
㍽に

無
㍼余
儀
㍽□
代
と
し
て
春
日
井
郡
大
気
村
龍
泉
院
差
下
於
㍼彼

地
㍽公
儀
載
帳
洩
等
之
儀
、
被
㍼仰
立
㍽方
段
々
御
取
調
申
上
御

大
変
に
付
、
右
等
之
儀
も
不
㍼行
届
㍽御
延
引
相
成
候
付
、
無
㍾

拠
龍
泉
院
儀
空
敷
滞
留
罷
有
候
処
、
漸
此
節
御
調
相
整
　
公
辺

寺
社
御
奉
行
所
え
被
㍼仰
立
㍽相
成
候
由
、
就
㍾夫
右
御
奉
行
所

御
取
扱
之
御
模
様
に
寄
り
御
本
山
え
若
御
尋
筋
等
も
可
㍾有
㍾之

哉
。
難
㍾計
候
間
別
紙
に
申
上
候
主
意
前
以
宜
御
達
申
上
置
候

様
被
㍼仰
渡
㍽候
に
付
、
右
壱
通
相
達
候
間
、
此
段
御
承
知
被
㍼

成
下
㍽候
様
仕
度
、
尤
御
返
翰
御
渡
候
得
は
、
直
様
江
戸
表
え
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相
廻
候
様
兼
て
被
㍼仰
渡
㍽候
趣
有
㍾之
候
間
、
此
段
御
含
御
返

翰
御
調
仰
渡
成
下
候
様
仕
度
、
左
候
は
右
御
返
翰
早
速
彼
地
え

相
廻
し
諸
般
相
済
龍
泉
院
帰
着
次
第
、
猶
又
御
届
申
上
候
様

可
㍾仕
候
、
併
最
早
彼
是
月
迫
に
も
及
候
に
付
、
い
つ
れ
同
寺

帰
差
は
来
陽
に
至
り
可
申
候
間
、
此
段
も
御
含
被
置
候
様
仕

度
、
右
等
ノ
趣
分
ケ
て
御
頼
得
貴
意
如
㍾斯
御
座
候
、
臨
書

競
々
頓
首
拝
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
方
九
拝

　
　
　
　
十
二
月
八
日

　
　
　
大
本
山

　
　
　
謹
上
監
院
老
大
和
尚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
侍
衣
開
奏

と
あ
り
、
先
般
、
禹
隣
禅
師
代
に
末
寺
と
な
る
式
礼
を
す
ま
せ
て
い

る
と
い
う
。
四
月
に
関
東
へ
下
向
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
持
病
の

疝
癪
が
起
り
、
旅
行
が
で
き
な
く
な
り
、
龍
泉
院
を
代
寺
と
し
て
行

か
せ
、
公
儀
に
載
帳
も
れ
な
ど
な
い
よ
う
に
申
し
上
げ
た
。
公
儀
も

寺
社
奉
行
所
も
承
知
し
、
寺
社
奉
行
所
の
取
扱
い
と
な
っ
た
。
代
寺

の
龍
泉
院
が
尾
張
に
帰
着
後
も
届
け
出
た
が
、
時
間
に
追
わ
れ
て
お

り
、
こ
の
こ
と
は
来
年
春
に
な
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
。

　
そ
の
た
め
十
二
月
十
五
日
に
は
、
永
平
寺
監
院
よ
り
護
国
院
方
丈

へ　
　
伏
て
復
啓
如
㍼来
意
㍽厳
寒
之
砌
、
老
座
下
弥
御
無
異
可
㍾被
㍾成

法
務
欣
喜
不
㍾斜
被
存
候
、
当
方
祖
山
鎮
静
御
座
候
間
御
休
慮

可
㍾被
㍾成
候
、
陳
者
桜
村
慈
眼
庵
之
儀
、
護
国
院
と
改
号
、
本

山
直
末
成
相
済
候
に
付
、
当
春
関
三
箇
寺
へ
の
添
簡
差
向
候
に

付
、
為
㍼披
露
㍽代
寺
龍
泉
院
下
向
被
㍾致
候
処
、
右
慈
眼
庵
之

儀
、
載
帳
漏
に
て
披
露
調
兼
右
に
付
、
今
般
其
御
役
所
よ
り
御

内
意
有
之
候
に
は
慈
眼
庵
之
儀
、
往
古
ゟ
無
本
寺
に
て
支
配
頭

も
無
㍾之
　
公
儀
御
載
帳
に
も
相
洩
居
候
に
付
、
恩
を
以
寺
号

護
国
院
と
御
改
、
本
山
直
末
に
成
大
中
寺
之
支
配
請
候
様
被
㍾

遊
度
候
間
載
帳
に
御
差
加
相
成
候
様
、
尤
本
山
大
中
寺
え
は

被
㍼御
入
㍽候
と
の
趣
を
以
公
儀
寺
社
御
奉
行
所
え
可
㍾被
㍼御

立
㍽御
沙
汰
有
㍾之
候
に
付
、
若
御
奉
行
所
ゟ
前
段
御
尋
有
候
節

は
、
右
之
趣
含
置
御
答
申
候
様
、
被
㍾致
度
段
、
逸
々
被
㍼申

越
㍽尚
又
右
に
付
て
は
最
早
其
御
役
所
ゟ
前
段
本
山
え
御
達
品

無
之
趣
両
様
共
具
に
致
㍼承
知
㍽候
。
前
書
之
次
第
若
御
尋
も

有
㍾之
節
は
可
㍾然
御
答
可
㍾申
候
間
、
左
様
御
承
知
可
㍾被
㍾成

候
。
先
以
右
酬
答
如
㍾斯
に
御
座
候
、
不
備
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永
平
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
院

　
　
　
　
十
二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
護
国
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方
丈

と
酬
答
を
承
知
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
同
じ
く
十
二
月
十
五

日
に
監
院
よ
り
護
国
院
方
丈
へ
出
さ
れ
た
も
の
に
は
、

　
　
伏
て
内
啓
即
辰
厳
寒
之
砌
、
貴
座
下
弥
御
清
安
被
㍾成
㍼御
法

務
㍽之
由
、
法
幸
不
㍾斜
□
□
之
至
に
存
候
、
次
に
祖
山
鎮
静
拙

子
無
為
、
罷
在
候
間
御
休
意
可
㍾被
㍾下
候
、
陳
者
桜
村
慈
眼
庵

之
儀
護
国
院
と
致
㍼改
号
㊥
当
山
御
先
住
禹
隣
禅
師
御
代
直
末

之
礼
式
相
済
候
に
付
、
当
春
関
三
箇
寺
え
の
添
簡
差
遣
し
候

処
、
猶
又
其
地
よ
り
代
寺
龍
泉
院
を
以
三
箇
寺
表
え
被
㍾為
㍼披

露
㍽候
処
、
右
慈
眼
庵
之
儀
御
載
帳
漏
に
て
披
露
向
相
整
兼
候

に
付
、
尾
州
御
役
所
御
内
含
之
趣
に
は
慈
眼
庵
之
儀
、
往
古
ゟ

無
本
寺
殊
に
支
配
頭
も
無
㍾之
是
迄
立
来
り
候
故
　
公
儀
御
載

帳
に
相
洩
居
候
付
、
御
役
所
之
思
可
を
以
護
国
院
と
改
号
、
本

山
直
末
に
相
成
三
田
宿
之
支
配
を
請
、
御
載
帳
え
も
加
入
相
成

候
様
被
㍾為
㍾成
度
、
本
山
表
曁
大
中
寺
え
も
前
段
兼
て
被
㍼仰

入
㍽度
有
之
趣
を
以
　
公
儀
寺
社
御
奉
行
所
え
其
御
役
所
よ
り

被
㍼仰
立
㍽候
に
付
、
若
御
奉
行
所
ゟ
護
国
院
之
儀
に
付
、
御
尋

向
筋
等
有
之
候
節
は
、
右
内
意
之
趣
、
内
実
含
置
当
方
よ
り
可

然
様
答
可
㍾被
㍾申
之
段
、
旦
尾
州
御
役
所
よ
り
最
早
此
上
は
前

段
御
達
品
も
無
之
趣
、
御
書
中
之
逸
将
具
に
致
㍼承
知
㍽候
、
若

向
後
御
奉
行
所
ゟ
本
山
え
御
尋
向
筋
等
有
之
候
節
は
、
其
品
に

よ
り
兎
角
臨
機
之
御
答
可
㍾被
㍾申
と
相
心
得
候
間
、
是
又
左
に

御
含
置
可
被
下
㍾候
、
乍
去
事
は
無
之
ゟ
宜
敷
は
無
之
候
間
、

貴
座
下
に
も
精
々
御
配
慮
被
㍾成
候
て
、
本
山
表
え
御
奉
行
所

よ
り
格
別
御
引
合
も
無
㍾之
、
護
国
院
法
地
起
立
速
に
首
尾
円

成
相
成
候
様
、
御
添
配
慮
之
程
御
尤
に
被
㍾存
候
、
先
は
酬
答

旁
可
㍾得
㍼芳
慮
㍽迄
如
㍾斯
御
座
候
、
頓
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
本
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
院

　
　
　
十
二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
護
国
院
丈
室

と
あ
り
、
護
国
院
と
改
号
し
、
禹
隣
禅
師
代
に
直
末
の
礼
式
を
す
ま

せ
て
お
り
、
速
や
か
に
法
地
起
立
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
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以
上
の
こ
と
か
ら
慶
雲
軒
は
私
邸
で
あ
り
、
寺
院
で
は
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
愛
知
郡
桜
村
に
あ
っ
た
慈
眼
庵
を
護
国
院
と
改
号

し
、
永
平
寺
直
末
と
し
た
。
そ
の
後
、
そ
の
寺
号
を
布
池
の
慶
雲
軒

に
移
し
た
が
、
そ
の
後
の
展
開
は
別
稿
で
考
察
し
た
い
。

注（
１
） 

『
藩
士
名
寄
』
の
「
万
松
寺
」
項
に
よ
る
。

（
２
） 

中
村
昌
信
「
監
寺
さ
ん
と
奉
安
殿
」（
昭
和
五
十
九
年
六
月
　『
奉

安
殿
と
門
内
監
寺
老
師
』　
奉
安
殿
同
参
会
）
一
四
七
頁
に
い
う
。
し

か
し
、
景
雲
橋
は
大
正
二
年
に
新
設
さ
れ
た
橋
で
あ
る
こ
と
は
『
名
古

屋
市
史
』
地
理
編
（
大
正
五
年
三
月
　
名
古
屋
市
役
所
）
八
一
三
頁
に

あ
げ
て
い
る
。

（
３
） 

関
戸
元
峰
『
瑞
岡
珍
牛
禅
師
』（
大
正
十
年
四
月
　
法
華
寺
）
十

七
丁
右
に
あ
る
。

（
４
） 

珍
牛
の
遷
化
日
に
つ
い
て
は
資
料
に
よ
り
四
月
五
日
、
九
日
、
十

日
、
十
二
日
の
説
が
あ
る
。

（
５
） 

素
玄
寺
よ
り
の
拝
請
や
行
動
は
、『
高
山
市
史
』
下
巻
（
昭
和
二

十
八
年
三
月
　
高
山
市
）
二
九
六
頁
の
「
素
玄
寺
」
に
よ
る
。

（
６
） 

普
門
寺
の
法
地
開
山
に
勧
請
さ
れ
た
こ
と
は
、
普
門
寺
に
所
蔵
す

る
記
録
や
『
西
春
村
史
』（
昭
和
三
十
四
年
四
月
　
愛
知
県
西
春
日
井

郡
西
春
村
）
五
一
〇
頁
の
「
普
門
寺
」
に
あ
げ
て
い
る
。

（
７
） 

名
古
屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館
蔵
の
「
名
古
屋
市
史
資
料
」
の
『
名

古
屋
人
物
史
料
』（
23
）（
市
十
一

－

一
一
三
）
六
十
五
丁
の
「
護
国
院

歴
代
事
蹟
略
」
に
よ
る
。

（
８
）（
９
）　『
永
平
寺
史
』（
昭
和
五
十
七
年
九
月
　
大
本
山
永
平
寺
）
一

二
七
四
、
五
頁
に
あ
げ
て
い
る
。

（
10
） 

前
掲
註（
７
）の
『
名
古
屋
人
物
史
料
』（
23
）
に
あ
げ
ら
れ
る
説

で
あ
る
。

（
11
） 

石
川
力
山
『
美
濃
国

祥
雲
山
龍
泰
寺
史
』（
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
　
龍

泰
寺
）
一
三
〇
頁
。

（
12
） 

桜
村
の
慈
眼
庵
に
つ
い
て
、
寛
文
年
中
（
一
六
六
一

－

七
二
）
に

藩
撰
さ
れ
た
「
寛
文
村
々
覚
書
」
の
「
星
崎
庄
桜
村
」
に
よ
れ
ば
、

 

　
　
一
、
寺
屋
敷
跡
五
畝
拾
歩
　
備
前
検
除

 

　
　
　
　  

是
は
寛
永
五
辰
之
年
迄
、
慈
玄
庵
と
申
す
寺
有
之
由
ニ
候
ヘ

共
、
其
後
、
寺
も
無
之
、
無
住
。

 

と
あ
り
、
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
ま
で
慈
玄
庵
と
称
し
た
寺
は
あ
っ

た
が
、
そ
の
後
、
寺
も
な
く
な
り
無
住
と
い
う
。
寺
屋
敷
の
跡
は
五
畝

拾
歩
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
の
「
尾
張
国

村
絵
図
」
の
「
145
桜
村
」
に
よ
れ
ば
「
五
畝
廿
九
歩
　
慈
眼
庵
」
と
あ

り
、
江
戸
後
期
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。


